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青少年育成鳥取県民会議とは
   青少年育成鳥取県民会議は、青少年問題の持つ重要性を鑑み、広く県民の総意を結集し、
県の施策に呼応して、次代を担う青少年の健全な育成を図ることを目的に、昭和４１年９月
に鳥取県に結成された県民運動団体です。

○ 会長をはじめ役員には総会で選ばれた関係機関や団体の代表者等が就任し、常任委員会や
委員会・部会を設け、行政機関や県内の市町村民会議をはじめとする関係機関やPTAなど社会
教育団体をはじめとする育成関係者等と幅広く連携を図りながら、青少年の非行・被害防止
活動や環境浄化活動を中心とした青少年健全育成県民運動の推進に取り組んでいます。

会長　　山本　仁志(前鳥取県教員委員会教育長)

副会長　語堂　正範(県議会議員)、平尾　節世(鳥取県連合婦人会長)

昭和41年9月20日
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①青少年の健全育成事業の推進
●青少年育成鳥取県民大会の開催

（青少年団体・功労者等表彰、記念講演）

●「大人が変われば子どもも変わる運動」

「地域のおばさん・おじさん推進運動」展開

●機関誌「とっとりの青少年」の発行

②育成指導者の養成と

連帯感のある地域社会づくり
●青少年育成推進指導員の配置（旧市町村ごと）

●各種研修会の開催

④ 非行・被害防止活動と環境浄化活動の推進
●「少年の主張」鳥取県大会の開催

●「少年を守る店」の活動推進

●「高校生さわやかあいさつ運動」の実施

● SNSトラブル防止標語「とりのからあげ」啓発

動画・ポスターデザイン募集

●ペアレンタルコントロール啓発活動

鳥取県青少年健全育成条例の一部改正に伴う啓発活動

●成年年齢引き下げによる消費生活トラブル防止啓発活動

⑤ 青少年の体験活動の活性化推進
●青少年団体活動への助成

③ 健全な家庭づくり運動の推進
●「家庭の日」（毎月第3日曜日）啓発絵画・ポスター募集

●「乳幼児期からの親子の食事と会話が子供を成長させていく」啓発

青少年育成鳥取県民会議 主な事業概要

◎家庭の日絵画・ポスターコンクール表彰

◎青少年育成県民大

◎あいさつ運動

◎少年の主張県大会

◎研修会

◎鳥取市若葉台地区

きもだめし
◎鳥取市鹿野地区

体験型お話会

◎研修会


